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飼養衛生管理基準の遵守状況の点検をお願いします

昨シーズンは国内において，18県52事例の高病原性
鳥インフルエンザの発生が確認され，殺処分羽数は過去
最大の約987万羽に及びました。
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このような中，令和３年９月１０日，国において「鳥
インフルエンザ防疫対策本部」が開催され，高病原性鳥
インフルエンザについて，昨季に引き続き，今秋から来
春にかけて国内侵入リスクが高まる可能性があるとの見
通しを示されたところです。

ウイルスの侵入防止に万全を期すため，
以下の事項について，自己点検を実施して
いただきますよう，よろしくお願いします

１ 衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等（項目１３）

２ 衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用
（項目１４）

３ 衛生管理区域に立ち入る車両の消毒等（項目１５）

４ 家きん舎に立ち入る者の手指消毒等（項目２０）

５ 家きん舎ごとの専用の靴の設置及び使用（項目２１）

６ 野生動物の侵入防止のためのネット等の設置，
点検及び修繕（項目２４）

７ ねずみ及び害虫の駆除（項目２６）
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